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【機密性２】
本邦航空運送事業者等に対する不利益処分等の実施要領（概要）

国際民間航空条約第19附属書に基づいた「航空安全プログラム（ＳＳＰ）」（平成26年4月適用）において、航空安全当局が行う
不利益処分等の執行方針を明記。（各処分等を発動させるための具体的な基準なし）

実施要領の概要

本邦航空運送事業者等の安全管理システム（ＳＭＳ（※））の確立支援による特例を除き、航空運送事業者等による航空法規への違反が認められる
場合には不利益処分等を実施して民間航空の安全を確保。

執行方針

本邦航空運送事業者等に対する不利益処分等の発動要件を明確化するための具体的な基準を策定し、
さらなる航空安全行政の公正性・透明性の向上を確保。

本邦の航空運送事業者、航空機使用事業者
対象者

不利益処分等の種類

［事業許可の取消し］［事業停止命令］［事業改善命令］［業務改善勧告］［厳重注意］［口頭指導］

重
（行政指導）

（法第112条） （法第119条）（法第119条）

軽
（不利益処分）

違反行為の内容及びそれによって生じる安全に係るリスクに応じて不利益処分等を決定。
その際は、違反行為の重大性、悪質性（故意、隠蔽、繰り返し）、航空運送事業者等のＳＭＳの機能状況等を考慮して決定。

不利益処分等の決定

違反行為に至らない不適切な事業運営により輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認め
られる場合には事業改善命令・行政指導を実施する。
安全統括管理者への解任命令・警告の発動要件を規定する。

違反行為の例： 安全管理規程の不遵守 （不適切な安全管理等）【法第103条の2】、運航規程の不遵守 （不適切な操作、乗務員の不適切な訓練実施等）
【法第104条】、整備規程の不遵守 （不十分な整備、整備員の不適切な訓練実施等）【法第104条】

違反行為による社会的影響が大きい場合、複数の部門で違反行為が認められる場合、過去の不利益処分等の原因となった違反
行為を繰り返し行ったと認められる場合は、不利益処分等を加重することができる。
航空運送事業者等のＳＭＳが適切に機能していることが認められる場合等は、不利益処分等を軽減することができる。

不利益処分等の加重又は軽減

※ Ｓａｆｅｔｙ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓｙｓｔｅｍの略。自主的な安全管理のための組織的な仕組み。

その他
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【機密性２】
本邦航空運送事業者等に対する不利益処分等の実施要領（イメージ図）

＜定義＞
「違反行為」 ：航空法、同法に基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件への違反及び正当な理由がないのに航空法第７章の規定により許可又は認可を受けた事項を実施し

ないこと（いずれも航空安全に係るものに限る）。
「重大な違反行為」：違反行為のうち、①航空事故又は重大インシデント（法第７６条の２に基づき機長から報告される事態をいう。）と直接の因果関係があると認められる違反行為、

②航空事故又は重大インシデントを発生させるおそれがあると認められる違反行為。
「組織的な悪質性」：事業者の内部組織である安全推進部門、運航部門、客室部門、空港部門、整備部門等の各部門における責任者又は責任者を補佐する者が違反行為を「意図的に

行っていた場合」、「隠蔽していた場合」又は「繰り返し行っていた場合」。
「個人的な悪質性」：組織的な悪質性は認められないものの、違反行為の当事者が違反行為を「意図的に行っていた場合」、「隠蔽していた場合」又は「繰り返し行っていた場合」。

○次のいずれかに該当する場合は、不利益処分等の程度を加重することができる。
・違反行為による社会的影響が大きい場合
・複数の部門で違反行為が認められる場合
・過去の不利益処分等の原因となった違反行為を繰り返し行ったと認められる場合

○次のいずれにも該当する場合は、不利益処分等の程度を軽減することができる。
・航空運送事業者等の安全管理システム（SMS)が適切に機能していたと認められる場合
・違反事案に対して適切な是正措置又は改善行動計画が報告されている場合
・航空運送事業者等が自ら航空安全当局に対して違反行為を報告した場合

不利益処分等の加重又は軽減

重大な違反行為 組織的悪質性
［認められる］

［認められない］

事業改善命令

厳重注意

【事業改善命令違反】

組織的悪質性

業務改善勧告違反者の悪質性

口頭指導

［認められる］

［認められない］

［認められる］

［認められない］

［認められる］

［認められない］ ［認められる］

［認められない］

不 利 益 処 分

行 政 指 導

事業停止命令

許可取り消し

安全統括管理者
の解任命令

【①安全統括管理者
がその職務を怠って
いたと認められる場合、
かつ、

②安全統括管理者が
引き続きその職務を
行うことが輸送の安全
に著しく支障を及ぼす
おそれがあると認めら
れる場合】

違反者の悪質性

安全統括管理者
への警告

【安全統括管理者がそ
の職務を怠っていたと
認められる場合】

【同じ違反による
３回目の処分】

【６ヶ月以内の
改善が困難】

【事業停止命令違反】

違反行為
［認められる］

［認められない］

不適切な事業運営により、輸送の安全、
利用者の利便、その他公共の利益を阻
害している事実があると認められる場
合には、その内容及びその発生を予防
する取組み状況に応じて事業改善命令
及び行政指導を実施することができる。
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小型航空機等の航空事故等の発生状況
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○近年の小型航空機による航空事故件数
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○近年の小型航空機による死亡事故等

※10万運航時間あたりの航
空事故発生件数。統計方法
が異なる可能性があるため、
参考値。

日
本

米
国

H24 6.62 7.05

H25 16.23 6.26

H26 16.77 6.23

H27 31.10 5.85

個人に係る航空事故発
生率の日米比較

平成２９年の小型航空機による航空事故は、発生件数で前年（平成２８年）
より増加し、さらに、死亡者数では過去１０年で最多（２２名）であり、更なる
安全対策の推進が喫緊の課題

5

昨年の小型航空機による主な航空事故

○ 平成29年3月5日、
長野県で救難救助用
ヘリコプターが墜落
し、搭乗者9名が死亡

○ 平成29年6月3
日、富山県で事業
者所属の小型飛行
機が墜落し、搭乗
者4名が死亡

○ 平成29年11月8
日、群馬県で事業者所
属の回転翼航空機が
墜落し、搭乗者４名が
死亡



小型航空機等に係る安全推進委員会の開催

○委員（敬称略） 有識者（大学教授、 航空評論家、 研究機関など）

○オブザーバ 小型航空機の操縦者関係団体、小型航空機の運送事業者団体、
小型航空機に係る製造者団体、小型航空機に係る装備品／整備関連事業者、関係省庁

○事務局 国土交通省航空局安全部運航安全課

委員等構成

検討事項 スケジュール

〇 小型航空機等の事故は、近年、年間10件程度の発生件数であったが、平成27年は20件を越える事故が発生しており、自家
用機を含む小型航空機の更なる安全対策の構築及び推進が急務。

〇 今後の小型航空機の安全対策を構築して行く上では、海外事例の収集を含む調査・検討を行い、その結果得られた成果を、
有識者や関係団体等の意見も踏まえながら、安全対策に活用していくことが必要。

〇 法令遵守の徹底のため立入検査の強化、安全啓発のため講習会や情報発信機能を強化することも必要であるが、その実施
にあたっても同じく関係団体等と連携することが重要。

「小型航空機等に係る安全推進委員会」を定期的に開催し、今後の小型航空機の安全対策の構築に係る調査・検討を行うととも
に、新たな安全対策や安全啓発活動等の取組を推進。

http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000006.html

議事概要等のWEB公開

背景

○平成２８年１２月１３日： 第１回委員会
○平成２９年３月２８日 ： 第２回委員会
○平成２９年９月２５日 ： 第３回委員会
○平成３０年３月１４日 ： 第４回委員会
○その後も定期的に開催（年２回程度）

○近年の事故・重大インシデント発生の背景の分析

○海外における小型航空機の安全対策の状況

○安全性向上のために活用可能な技術に係る検討

○安全啓発活動のあり方 等

※ 上記の他、今後の小型航空機の安全対策を構築のため必要と考え
られる事項を適宜検討事項に追加するものとする。
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7

安全情報発信強化に向けた取組概要

○ 安全情報発信による安全啓発及び注意喚起は、事故の再発防止・未然防止に非常に効果的であり、欧米等においても取組を
強化

○ 我が国においても、安全情報発信の内容・手段を更に充実・強化

１．継続的な取組

２．更なる取組

（１） 安全講習会の開催

○ 小型航空機操縦士対象
全国主要空港や各地区において開催
（平成２９年度実績 ： ２９回開催）

○ 小型航空機整備士対象
平成２７年度より新規に開催
（平成２９年度実績 ： ５回開催）

（２） 安全啓発リーフレット作成

○ 安全意識向上・事故防止
のための注意喚起のため
にリーフレットを作成

調布事故調査報告書を受けた
安全啓発リーフレット作成
（平成29年11月27日）

（３） 特定操縦技能審査を通じて周知

○ 定期的に技能審査の機会等に操縦
技能審査員から指導
（リーフレット等を配布）

○ 更には、審査実施細則等を改正し、
調布事故リーフレットの内容の理解を
重点的 に確認 （平成29年12月～）

（３） 安全啓発動画の作成（１） メールマガジンの発行

○ 操縦士の電子メールアドレスを収集し、
安全啓発メールマガジンを発行

・ メールアドレス登録数 ： ５９９件
・ メールマガジン発行 ： ４件

（１１／２７、１２／２７、１／２６、２／２８）

（２） 小型航空機ホームページ改善

○ 小型航空機の安全情報へのアクセス改善
のためにＨＰをリニューアル

トップページに
バナーを設定

○ 我が国で死亡事故リスクが高い
LOC-I（Loss of Control-Inflight）、
CFIT（Controlled Flight into or toward Terrain）等
の防止をテーマとした動画を配信予定

今後、諸外国の安全情報の活用、関係団体との連携強化など、更なる取組みを検討・推進



小型航空機の操縦士向けの安全啓発動画の概要

① 日常フライトにおけるありがちな落とし穴を紹介

② 落とし穴が原因による航空事故の恐ろしさをＣＧで紹介

③ 事故をプレイバックし、どこで事故を防げたのかを紹介

④ 安全運航のための正しい判断方法について紹介

我が国における過去15年に発生した小型航空機の死亡事故の傾向を分析した結果、「LOC-I
（Loss of Control-Inflight）」及び「CFIT（Controlled Flight into or toward Terrain）」の発生率が高
いことから、LOC-I,CFIT等をテーマに「技量・知識向上」、「安全意識の徹底」を図るため、
SRM(Single Resource Management)の考え方も盛り込み、ビデオ教材を作成。

ホームページ掲載やＹｏｕＴｕｂｅによる配信、安全講習会における教材の利用

動画構成

急に乗せてほしいと言われ重量計算
せずに乗せてしまう

ＣＧによる操縦不能シーン

正しい判断をする場面まで巻き戻し

重量を再計算して重量オーバーを確認

小型航空機の安全対策推進に向けた映像教材

① イントロダクション

② ＬＯＣ－Ｉ

③ ＣＦＩＴ

④ 飛行前の機体異常・緊急事態の対処

（例） ＬＯＣ－Ｉ の紹介

概 要

近年の小型航空機の事故に対して、事故防止の観
点から操縦士が基本的知識を再確認し、安全に対す
る気構えや安全意識を向上させるために作成した教
材であることを紹介

過去の事故発生分析で死亡リスクの高い「LOC-I」に

ついて、具体的事例を通して、出発前の確認及び飛
行中の状況認識の把握の重要性をわかりやすく説明

過去の事故発生分析で死亡リスクの高い「CFIT」に

ついて、具体的事例を通して、気象情報の飛行前、
飛行中の確認・把握、機体状況変化や航空交通状況
に係る把握の重要性をわかりやすく説明

機体異常の防止について飛行規程による飛行前点
検を確実に実施することの重要性、並びに緊急事態
が発生した際に的確に対応できるよう日頃から緊急
事態の備えを実施する必要性や重要性をわかりや
すく説明

8



簡易型飛行記録装置（ＦＤＭ）の実証実験（案）

○対象機

運航データ収集

実運航を通じて運航データを
収集

運航データを活用し、訓練・
審査時のブリーフィングにお
いてレビュー実施や技量改善
策を検討

整理されたデータの検証・課題
抽出・活用策検討等

【委員会想定メンバー】
有識者、関係団体、データ提供事業者、
運輸安全委員会、航空局、分析機関

収集データの分析・整
理、秘匿化措置等

搭載

主に、訓練機、小型事業機、救難
救助機等から１０件程度を選定
（非懲罰措置を検討）

操縦レビュー

データ解析

分析評価委員会（仮称）分析機関

○ 事故発生リスク、実証実験の目的（事故調査活用、技量訓練・審査活用、リスク分析）、データ収集・分析ス
キームの円滑な構築等の観点から、平成３０年度においては、対象機として、主に訓練機、小型事業機、救難
救助機等を選定することを想定

○データ収集・分析を効果的に実施するため、収集データの秘匿化・非懲罰措置、分析評価委員会（仮称）の構
築等を措置

事故調査活用 訓練・審査活用 リスク分析

課題抽出・活用策検討

小型航空機の事故の再発防止・未然防止を推進
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（参考） 簡易型飛行記録装置

10

簡易型フライトレコーダー フライトデータレコーダー

記録データ

・位置、高度、加速度をＧＰＳデータ等よ
り記録（９パラメータ）
（※速度、姿勢は算出）

・内蔵カメラにより、コックピットの計器類
等の状況を映像として記録

・位置、高度、速度、姿勢、加速度、
舵の操作、エンジン等の機器の状
況、警報などを直接記録
（７８パラメータ、タイプＩＡの場合）

装備コスト 数百万円程度 数千万円程度

備 考
耐衝撃性、耐火性、耐水圧など、事
故の過酷な状況でも耐えられるよう
設計
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離島や山間部における無人航空機（ドローン）による荷物配送の実現

政府は、第6回官民協議会（2017年5月19日開催）にてとりまとめられた「空の産業革命に向け
たロードマップ」に沿って、2018年に離島や山間部での無人航空機による荷物配送の実現を目指
し、官民一体となって取り組んでいるところ。

国土交通省では、経済産業省とともに2017年9月に「無人航空機の目視外及び第三者上空等で
の飛行に関する検討会」を設置し、無人航空機の目視外飛行に求められる機体の性能、飛行させ
る者及び安全を確保するための体制に係る要件について検討を進めてきた。

2018年3月29日
● 無人航空機の目視外飛行に関する要件のとりまとめを公表

2018年4月以降
● 航空法に基づく許可・承認の審査要領を改訂

・ 目視外での飛行に関する許可・承認要件の明確化

2018年中
● 離島や山間部での無人航空機による荷物配送を実現
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現行の補助者の役割である「①第三者の立入管理」、「②有人機等の監視」、「③自機の監視」及び「④自機周辺の気象状況の監視」を代替
するために必要な機上装置や地上設備等の安全対策を含め、新たな要件として以下の通り設定。

無人航空機の目視外飛行に関する要件（概要）

①第三者の立入管理 ②有人機等の監視

③自機の監視 ④自機周辺の気象状況の監視

○飛行場所は第三者が立ち入る可能性の低い場所（山、海水域、河川・湖沼、森林等）を選定すること。

○飛行高度は、有人航空機が通常飛行しない１５０m未満でかつ制限表面未満であること。

○使用する機体は想定される運用で十分な飛行実績を有すること。

○機体性能・運用条件を考慮した落下範囲を算出・設定 (立入管理区画)し、
以下のいずれかの措置を講ずることで第三者の立入管理ができること。

・機体や地上にカメラ等を装備又は設置し、進行方向の飛行経路下に第三者が
立ち入る兆候等を常に遠隔監視できること。

・立入管理区画について、近隣住民等に対し看板等の目印やポスター・インター
ネット等により広く周知すること。

○機体の状態(位置、速度、姿勢、飛行経路との差等)を把握し、機体の異
常が判明した場合には、付近の安全な場所に着陸させるなど、適切な対
策をとることができること。

（当面の要件）

現行の技術レベルでは補助者の役割を機上装置や地上設備等で完全に代替できないため当面は以下の条件を付加する。

全般的要件

個別要件

○有人機からの視認性向上のため機体に灯火・塗色を施し、以下のい
ずれかの措置を講じることで有人機などの監視ができること。

・機体や地上にカメラ等を装備又は設置し、飛行する空域の有人機の有無等
を常に遠隔監視できること。

・無人機の飛行予定を有人機の運航者に事前に周知するほか、有人機の飛
行日時・経路等を確認し有人機との接近を回避できること。

○飛行経路又は機体に設置した気象センサ、カメラ等により気象状況
の変化を把握し、運用限界を超える場合は、付近の安全な場所に着
陸するなど、適切な対策をとることができること。

⑤操縦者等の教育訓練

（その他）

○不測の事態が発生した場合に備え、着陸・着水できる場所を予め選定するとともに、緊急時の実施手順を定めていること。

○飛行前に、飛行経路又はその周辺が適切に安全対策を講じることができる場所であることを現場確認すること。

また、運航にあたっては、当該要件に関わらず、運航者自らが飛行方法に応じたリスクを分析し安全対策を講じること。

○異常状態を把握した機体に対し、機体性能・周辺の地形・飛行フェーズ・不具合の有無等のあらゆる要素を勘案した
上で、最適な判断を迅速に行い操作できること。
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【機密性２】
ドローン情報基盤システム（ＤＩＰＳ：Drone/UAS Information Platform System）

ドローン情報基盤システムの概要

（申請者）
審査担当者が最
終確認し、許可書
を発行（飛行場
所・安全対策等）

〇平成２７年１２月から開始された航空法に基づく無人航空機の飛行に関する許認可は、制度開始当初から飛躍的に増加

し、現在では月に１５００件を超える状況。

〇平成２９年４月から、許認可については地方航空局において行っているところ、当該許認可をオンラインで電子的に処理す

ることで、手続の迅速化及び行政事務の合理化を実現するためのシステムとして、「ドローン情報基盤システム」を平成２９

年度中に整備し平成３０年度からの運用開始。

オンラインによる飛行許可申
請や自動審査を可能とする
ことで、手続きの迅速化及び
行政事務の合理化を実現

飛行許可者が求められてい
る事故情報の報告について
もオンラインで送信可能

概 要

ドローン情報
基盤システムオンライン申請

（機体・操縦者情報、
飛行場所・方法等）

事故報告
（損害状況・原因等）

自動で形式
的な審査

許認可情報
安全情報

データベース

飛行後

飛行前

統計・分析
に活用

（審査担当者）

データ活用による詳細
な分析（機体・操縦
者・飛行方法等）が可
能となり、効果的な安
全対策を実現

※本省にサーバー設置

＜インターネット＞ ＜SAFENET＞ ※既存PC
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航空機、無人航空機相互間の安全確保と調和に向けた検討会～飛行情報共有機能のあり方について～（概要）

無人航空機と航空機がニアミスする事案が発生しており、更なる安全確保を目的として、航空機及び無人航空機の運航者が
飛行情報を共有できる機能（以下、「飛行情報共有機能」という。）を構築することとした。
飛行情報の共有に際し、無人航空機の機体情報の登録が必要であることから、登録する情報を検討するとともに、航空機及
び無人航空機の運航者などが共有する情報について整理を行った。
これらを踏まえ、今後、飛行情報共有機能の詳細設計及び構築等を行い、平成31年度の運用開始を目指す。

＜登録する項目＞
製造者名
機体の名称
機体の種類
最大離陸重量
製造番号
自作機か否か
改造の有無（ホームページ掲載無人航空機のみ入力）

機体の色及び大きさは無人航空機を特定するために必
要と考えられることから、将来、登録項目に含めることに
ついて検討をする。

無人航空機の機体情報
＜情報の内容＞

無人航空機運航者
• 飛行の日時
• 飛行の経路
• 飛行の高度
航空機運航者
• 位置情報等
• ランデブーポイント等の情報
地方公共団体
• 飛行禁止エリア
国土交通省航空局
• 航空法上の無人航空機の飛行禁止空域等

関係者で共有する情報

表示される無人航空機の飛行情報のイメージ図

飛行情報共有機能について、平成31年度の運用開始を目指し、平成30年度は詳細設計、機能構築、試験運
用を行う。
加えて、無人航空機の安全な飛行のためのガイドラインに掲載するなど飛行情報共有機能をより多くの運航者等が
利用するための方策についても検討を行う。

今後の進め方
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飛行情報共有機能の画面イメージ

（出典）OpenStreetMapより作成

• SMSまたはチャット等の手段により、他の無人航空機運
航者との調整等が可能。

突然の連絡失礼いたします。重複してい
る飛行経路に関してご相談させてくださ
い。

ありがとうございます。大変助かります。

よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。重複してい
ない時間帯に飛行するよう調整すること
が可能です。

それでは私どもは3/1の16時以降に飛行
します。

１3：00

１3：12

１3：33

１3：45

１3：59

既読

② SMSまたはチャット等
により調整等を行う。

飛行の日時：

開始 2018/3/1    15時 00 分

終了 2018/3/1 16時 00 分

飛行の高度： 100 m

コンタクト： 開始

他の無人航空機の飛行情報

コンタクト

• 他の無人航空機運航者の飛行情報に表示されているコ
ンタクトボタンを押下。

① コンタクトボタンを押下

A

A

A

B

B

無人航空機運航者は、他の無人航空機運航者が入力する飛行情報を事前に確認することができる。
自らの飛行情報を入力する前に、コンタクトボタンを押下することで他の無人航空機運航者との調整等が可能となる。

＜表示される他の無人航空機の飛行情報のイメージ＞ ＜他の無人航空機運航者との調整等のイメージ＞
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